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文化の振興1
○価値観の多様化や余暇の拡大などを背景に，心の豊かさを求める人が増

える中，日常生活に潤いをもたらし，人と人との交流を生む文化芸術の
役割は重要性を増しています。市民が日常的に文化芸術に触れることの
できる機会の創出や，多様な市民の文化芸術活動を育む環境をつくるこ
とが求められています。

○文化財や伝統文化は，地域のアイデンティティを形成するものとして重
要性を増しています。市民が郷土の歴史や文化に対する理解を深めると
ともに，地域全体で保存・活用を推進し，次世代に継承していくことが
求められています。

　拠点文化施設等における優れた文化芸術の公演や，市民文化団体の活動
支援を行うなど，市民の文化芸術に対する関心の向上と鑑賞・体験機会の
充実を図ることで，魅力ある文化芸術がまちにあふれ，文化芸術が市民生
活に潤いをもたらす環境を整えていきます。また，デジタルアーカイブ※

を構築・活用することで，オンラインで文化芸術に親しめる機会の創出に
も取り組みます。

　文化財保存活用地域計画を策定し，これに基づいて，郷土の歴史や文化
を学ぶことのできる文化財や伝統文化を貴重な地域資源として適切に保存
し，途切れることなく継承していきます。あわせて，市民，民間団体等と
連携し，地域の歴史的魅力である日本遺産やユネスコ『世界の記憶』など
を積極的に情報発信することで，文化財の適切な保存と積極的な活用によ
る地域の活性化を図ります。

(1) 質の高い文化芸術に触れる機会の拡充
　美術館での展覧会，文化ホールでのコンサート，シビックモール潤
いコンサートなど

(2) 市民の文化芸術活動への支援
　文化団体連合会等への支援など

(3) 拠点文化施設の適切な維持管理と機能充実
　美術館・文化ホールの適切な維持管理，施設整備，機能充実など

(1) 文化財保存活用地域計画の策定
(2) 文化財の保存と伝統文化の継承

　文化財の調査・指定・保存整備，学校教育での学習機会の充実，民
俗芸能を継承する地域活動への支援など

(3) 文化財を活用した地域振興
　日本遺産，ユネスコ『世界の記憶』等の積極的な情報発信など

(4) 御手洗伝統的建造物群保存地区のブラッシュアップ
(5) 歴史資料の整理・活用の推進
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項　目 現　状 目　標

文化芸術 ( 音楽 , 演劇 , 絵画等 ) を鑑賞した市民の割
合 ( 年 1 回以上 ) H28 42.9％ R7 58.0％

文化施設の来館者数（年間） R 元 72,087 人 R7 78,000 人

指 標

※  デジタルアーカイブ：図書・出版物 , 公文書，美術品・博物品・歴史資料等公共的な知的資源をデジタル化し，インターネット
上で電子情報として共有・利用できる仕組み

2  基本政策
◯ 基本政策の構成

施策名
基本政策の推進に向
けて取り組む施策名
を記載しています。

基本政策名
各政策分野に属する
基本政策名を記載し
ています。

現状・課題
基本政策に関する社会
背景や呉市での現状と
課題を記載しています。

＜ページレイアウトのイメージ＞

SDGs
施策に関連する SDGs

（持続可能な開発目標）
における 17 のゴール
を記載しています。

指　標
基本政策ごとの進捗状況を示す主な
指標として設定しています。
原則として，現状値は令和元年度，
目標値は前期基本計画の最終年度で
ある令和 7 年度（2025 年度）の数
値を記載しています。

施策の方向 主な取組
基本政策の推進に向けて取り
組む施策の方向性や考え方を
記載しています。

施策を進めていく上で，前期基本
計画期間中に取り組む，主な取組
を記載しています。
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◯ SDGs（持続可能な開発目標）の取組
　SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は，「誰一人
取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。平成
27 年（2015 年）の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意し，令和 12 年（2030
年）までに達成する，17 の目標（ゴール）と 169 の具体目標（ターゲット）から
構成されています。
　前期基本計画では，施策に関連する SDGs の 17 の目標（ゴール）を示しています。

【17 の目標（ゴール）】

〔 目標 1 〕貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

〔 目標 2 〕飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ，食料安全保障及び栄養改善を実現し，持続可能な農業
を促進する

〔 目標 3 〕すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を促進する

〔 目標 4 〕質の高い教育をみんなに
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し，生涯学習の機会
を促進する

〔 目標 5 〕ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し，すべての女性及び女児の能力強化を行う

〔 目標 6 〕安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

〔 目標 7 〕エネルギーをみんなに，そしてクリーンに
すべての人々の，安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへの
アクセスを確保する
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〔 目標 8 〕働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用
と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

〔 目標 9 〕産業と技術革新の基盤をつくろう
強靱

じん
（レジリエント）なインフラ構築，包摂的かつ持続可能な産業化の

促進及びイノベーションの推進を図る

〔 目標 10 〕人や国の不平等をなくそう
各国内及び各国間の不平等を是正する

〔 目標 11 〕住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住
を実現する

〔 目標 12 〕つくる責任，つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する

〔 目標 13 〕気候変動に具体的な対策を
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

〔 目標 14 〕海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し，持続可能な形で利用
する

〔 目標 15 〕陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護，回復，持続可能な利用の推進，持続可能な森林の経営，
砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失
を阻止する

〔 目標 16 〕平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し，すべての人々に
司法へのアクセスを提供し，あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任
のある包摂的な制度を構築する

〔 目標 17 〕パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し，グローバル・パートナーシッ
プを活性化する


